
保護動物のいのちをつなぐために… 

『高齢者ケアファミリーネットワーク』の提案 

2017.0１ 
ＮＰＯ法人ペットライフネット 



１．犬・猫＜殺処分ゼロ＞を実現するには、譲渡先の確保が不可欠！ 
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保健所や動物愛護センターでの引き取り数（遺棄された犬猫）に比べて、 
 

譲渡率は3割に満たない！（猫の場合は74.5％が殺処分） 

＜殺処分ゼロ＞を実現するには、 
８万頭の譲渡先を発見し、開発しなくてはならない！！ 

飼養頭数※ 

引き取り数※※ 

譲渡数※※ 
（譲渡率） 

自治体による
処分数※※ 
（殺処分
率） 

飼い主から 所有者不明 

計 
成熟個体 幼齢個体 成熟個体 幼齢個体 

犬 9,917千頭 
5,756 706 32,517 7,670 

46,649 
16,417

（35.2％） 
15,811

（33.9％） 6,462  40,187 

猫 9,874千頭 
7,646 6,415 18,002 58,012 

90,075 
22,692

（25.2％） 
67,091

（74.5％） 
14,061 76,014 

合計 19,791千頭 20,523 116,201 136,724 
39,109

（28.6％） 
82,902

（60.6％） 

※平成27年ペットフード協会調べ   ※※平成27年度環境省調べ 



２．行政にみる保護動物の譲渡対象者の条件 ① 
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大阪市 京都府市 神戸市 奈良県 東京都 

年齢 

20歳以上65歳
以下（66歳以
上の場合は、65
歳以下で責任を
もって動物の世話
を引き受けてくれ
る方がいる） 

基本的に年齢制
限なし 
※詳細を愛護セ
ンターに問い合わ
せると65歳以上
は後見人が必要 

20歳以上74歳
未満（65歳以
上74歳未満の
方は誓約書が必
要） 

20歳以上おおむ
ね65歳未満
（飼育に関わる
65歳未満の家
族がいる場合は
65歳以上でも
可） 

20歳以上60歳
以下 

居住地 
京都府域 兵庫県内 奈良県内 都内在住 

飼養頭数制限 
猫を2匹以上飼
育していない 

他の動物を飼養
していない 

既に犬猫を飼って
いる方には譲渡し
ない 

終生飼養 〇 〇 〇 

適正飼養のため
の経済的余裕 

〇 〇 
経済的・時間的
負担が難しい方
には譲渡しない 

不妊・去勢手術 〇 〇 
生後6か月までを
めどに不妊・去勢 〇 

名札・マイクロチッ
プ 

所有者明示 



行政にみる保護動物の譲渡対象者の条件 ② 
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大阪市 京都府市 神戸市 奈良県 東京都 

家族の同意 〇 〇 〇 〇 〇 

住まいの条件 
管理規約等で飼
養が承認されてい
る 

ペットの飼養が制
限されていない住
宅に居住 

管理規約で飼養
が認められている 

ペット可の証明書 
近隣の理解がえ
られること 

管理組合、家主
の許可が必要 

転居の予定 

動物が飼えないと
ころへの転居はな
い 

転居の場合、猫
の飼育を任せられ
る人がいる 

近々転居の予定
なし 

転勤などで引っ越
す可能性がある
方には譲渡しな
い 

猫の室内飼養 〇 

譲渡講習会への
参加 

〇 〇 〇 

自宅訪問 
譲渡前、譲渡後
に自宅訪問調査 

自宅訪問調査、
譲渡後調査 

世帯の条件 

・日常の世話は
大人がする 
・動物だけを残し
て日常的に1日4
時間以上留守に
しない 



行政にみる保護動物の譲渡対象者の条件 ③ 
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大阪市 京都府市 神戸市 奈良県 東京都 

営利目的ではな
い 

〇 〇 〇 

法令等順守 〇 〇 

譲渡対象者の条件で、行政間で大きく異なるのは年齢制限 
 

・京都府市：年齢制限なし 
・神戸市：74歳未満 
・東京都：60歳未満 

日本老齢学会が、現在「65歳以上」とされる高齢者の定義を
「75歳以上」に引き上げるべきだとする国への提言を発表。 

 
保護動物の譲渡対象条件も、この提言に準じて「准高齢者」
（65歳～７４歳）にも譲渡するよう緩和すべきではないか。 



３．准高齢者は、飼いたくても飼えないとあきらめている 
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出典：平成27年全国犬猫飼育実態調査 （一般社団法人ペットフード協会） 

高齢者にとって犬と暮らすことは、大きな安らぎであり、健康にも役立つ！ 
しかし、最後まで世話をする自信がない！！ 

出典：平成27年全国犬猫飼育実態調査 （一般社団法人ペットフード協会） 

生活に潤いや安らぎを
実感し、健康的になっ

た！ 

最後まで世話をする自
信がない！ 



３．准高齢者は、飼いたくても飼えないとあきらめている 
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出典：平成27年全国犬猫飼育実態調査 （一般社団法人ペットフード協会） 

高齢者にとって猫と暮らすことは、大きな安らぎであり、ストレスが軽減し、プラス思考になった！ 
しかし、最後まで世話をする自信がない！！ 

最後まで世話をする自
信がない！ 

生活に潤いや安らぎを
実感し、孤独感やストレ
スをなくなり、プラス思考

に！ 



３．准高齢者がペットを飼うのをあきらめている 

7 

●前出した平成27年度ペット
フード協会のデータによると、現
在の飼育状況を過去10年の
飼育経験と比較すると、犬も猫
も大幅に減っている。 
 
●なかでも、准高齢者が10年
前と比較して飼っていない。 
 
犬の60代：12.4％の減 
犬の70代：10.8％ 
 
猫の60代：4.9％の減 
猫の70代：5.4%の減 
 



４．准高齢者がペットを飼うのをあきらめなかったら…。 
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65歳～74歳の准高齢者は、平成27年で1,747万人 

＜犬＞ 
70代で年前と比較して犬を飼わなくなった

10.8％の人が飼いはじめたら、 
1,747万人×10.8％＝188.7万人 

 

＜猫＞ 
70代で年前と比較して猫を飼わなくなった

5.4％の人が飼いはじめたら、 
1,747万人×5.4％＝94.３万人 

現在の殺処分数を上回る、新たな譲渡対象者が生まれる 



自治体 

ボランティアネットワークス ＮＰＯ法人ペットライフネット 

高齢者 高齢者 高齢者 高齢者 

高齢者ケアファミリー・ネットワーク 
（ＳＣＮ） 

里親 

犬・猫 殺処分ゼロの実現 

里親募集など
譲渡活動 

・高齢者に対す
る適正飼養のア
ピール 
・一時預かり希
望者の募集とリ
スト化 

・高齢者による
保護犬、保護
猫の一時預かり
を推進 

譲渡 

連携 

譲渡先の拡大による譲渡数の増強が急務！！ 

譲渡活動およびボ
ランティア譲渡活
動の運営支援 

高齢者への普及
啓発、運営支援 

■＜殺処分ゼロ＞を実現する 『ペットの高齢者ケアファミリー・ネットワーク』のイメージ 
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■『ペットの高齢者ケアファミリー・ネットワーク』の条件と飼養内容 
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連携 

シニア・ 
ケアファミリー・ 
ネットワーク 
＜ＳＣＮ＞ 

高齢者 

高齢者 

高齢者 

高齢者 

高齢者 

高齢者 

高齢者 

高齢者 

動物ボランティア団体 
（保護犬・保護猫のレスキューと 
里親募集などの譲渡活動） 

●高齢者ケアファミリーの条件 
①犬・猫の飼育経験がある 
②７５歳まで 
③ペットの飼育に適した住居にすむ 
④ＳＣＮの会員になる（年会費が必要） 
 

 

●高齢者ケアファミリーの飼養内容 
①ペットへの給餌と健康管理（散歩など） 
 （食費やワクチン接種などの生活費はケアファミリーがもつ） 
②ＳＣＮがマイクロチップを装着させ、年１回のペットの健康
診断をおこなう 
③ペットが病気になった場合の医療費はＳＣＮがもつ 
③ペットが飼えなくなった時はペットを愛護団体に譲返し、脱
退できる 

ＮＰＯ法人ペットライフネット 
（高齢者に対する適正飼養のアピールと 
ケアファミリー希望者の募集とリスト化） 



11 ２ 

シニア里親勉強会 シニア里親検定 
『シニア里親制
度』に賛同し、登
録したボランティ
ア団体 

ペットを飼いたいと願う高齢者（６０歳以上） 

ＮＰＯ法人ペットライフネットの『シニア里親制度』に加入 

ペットとのお見合い お試し期間 

譲渡決定 

●シニア里親誓約書 
 
・譲渡されたペットを終生に
わたって適正飼養する 
・もし、自身が飼養できなく
なった場合は、譲渡してくれ
たボランティアに終生飼養を
委託する 

 

●任意後見契約 
 
・病気などでペットを飼養で
きない場合のために任意後
見を行う 

●終生飼養委託金 
 
・ペットを飼養できなくなった
場合にボランティアに終生
飼養を任せる委託金 

ペットライフネットによる定期的な見守りによる不適切な飼養のチェック 

ペットの死去 シニア里親の死去 

●終生飼養委託金 

●シニア里親に終生
飼養委託金の返金 

『シニア里親制
度』に賛同し、高
齢者のペットの適
正飼育を推進す
る団体とのタイ
アップ 
 
※ＮＰＯ法人
動物愛護社会
化推進協会、公
益社団法人日
本愛玩動物協
会 他 

合
格 

合
格 

■高齢者のペット飼育を促進する『シニア里親制度』のスキーム 


